
栄区飯島町土地の通路についての留意事項 
 
 栄区飯島町 1483 番 2 は、一見 2 つの通路に面しているようになっていますが、西側の土
地（写真及び図に赤で示す箇所）は市の水道用地となっております。 
 そのため、貸付地からの出入りの際は、原則、南側の道路を使用していただくようお願い
いたします。 
 貸付地の利用にあたって、水道用地を通行する場合は、別途、横浜市水道局への目的外使
用許可申請が必要です。使用料は有償となり、地価から算定した価格となります。 
また、地中に水道管が埋設されていることから、重さ 4 トンを超える車両の通行は不可

能であることや、歩行者の通行を妨げることはできない等の条件があります。 
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このルートでの出入りには、水道局への使用許可申請が必要です。

01171345
多角形


	栄区飯島町土地の通路についての留意事項.pdf
	飯島町
	別紙２　図面集.pdf
	飯島町　位置図


	飯島町1483番4資料.pdf
	飯島町1483-2（地積測量図（最新））.pdf




